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令和２年度 事業報告 

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで） 

 

 

◆法人概要◆ 

 １ 設立年月日 

    昭和３５年１２月１０日 設立 

    平成２３年４月１日 法人合併 

    （合併により名称を財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団に変更） 

    平成２５年４月１日 公益財団法人へ移行 

    （名称を公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団に変更） 

 

 ２ 主たる事務所  

    所在地  : 茨城県龍ケ崎市板橋町４４０番地 

 

 ３ 定款に定める目的 

    この法人は，誰もが活力あふれ健康で心豊かに暮らせるまちづくりを推進するた

め，龍ケ崎市との緊密な連携を図り，諸産業の振興及び文化的な活動を通じた文化

振興等を総合したまちづくりに関する事業を行い，もって地域社会の発展と市民生

活の向上に寄与することを目的とする。  

 

 ４ 定款に定める事業内容  

    （１）まちづくりのための調査，研究，情報提供及び普及啓発  

（２）文化及び芸術の振興に関する事業  

（３）地域文化活動の育成及び支援に関する事業  

（４）地域交流及びコミュニティの活性化に関する事業  

（５）農業及び地域産業の振興に関する事業  

（６）公共施設等を活用したまちづくりの推進に関する事業  

（７）まちづくりに必要な用地の取得，造成，管理，処分及び斡旋並びに建築物

の取得，建設，管理及び処分  

（８）農地利用集積及び農作業受委託推進に関する事業  

（９）その他この法人の目的を達成するために必要な事業  

 

  ５ 基本財産の状況 

財 産 種 別 場所・物量等  

定期預金  
常陽銀行竜崎支店  

６８，１６６，０００円  
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◆事業概要◆ 

 当財団の事業運営にあたっては，公益財団法人としてさらなる公益性の向上を目指した

事業の拡充を図り，誰もが活力あふれ心豊かに暮らせるまちづくりを推進し，地域社会の

発展と市民生活の向上に寄与するため，自主的，自立的に持続可能な経営基盤の構築を図

り，各種公益事業等を実施した。 

組織面においては，永続的に事業活動を実施できるよう組織力の強化を図るとともに，

職員の資質向上に向けて外部講師を招くなど，職員研修等の充実に努めた。 

決算状況については，公益認定に必要な収支相償，公益目的事業比率，遊休財産保有制

限ともにクリアし財務基準は適正化することができた。財政状況については，各施設にお

いて体験教室等の事業を実施し公益目的事業の拡大を推進したが，龍ケ崎市からの補助金

による財政的支援を受けての運営に変わりなく，引き続き委託契約の見直しや経費節減等

に努めた。 

 また，新型コロナウイルス感染症が拡大したことに伴い，当財団の事業活動においても

影響が生じ，管理施設の休館及び貸出制限や事業の延期，イベント及び体験教室等の開催

の中止等，計画通りの事業実施が困難な状況のなか，龍ケ崎市と連携し，状況に応じた感

染防止策を取り，運営を行った。  

 

◆財団の事業体系◆ 

  

 

 

・鑑賞・招聘型事業 

 

 

 

                 ・文化団体との共催事業 

                 ・地域文化活動の支援 

 

 

 

                 ・龍ケ崎市文化会館の管理運営 

 

 

 

                 ・体験教室事業 

                 ・地域交流事業 

                  

  

 

                 ・龍ケ崎市農業公園豊作村総合交流ターミナル及び

レンタルファームの管理運営 

                 ・湯ったり館及び運動広場の管理運営 

     ・龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の管理運営 

                  

 

 

地域文化活動の育成及び支援に関する事

業（定款第４条第３号関係） 

 

公益目的事業２  

（地域交流活性化事業） 

地域交流及びコミュニティの活性化に関

する事業（定款第４条第４号関係）  

公共施設等を活用したまちづくりの推進

に関する事業（定款第４条第６号関係） 

 

公共施設等を活用したまちづくりの推進

に関する事業（定款第４条第６号関係） 

公益目的事業１  

（文化推進事業）  

（文化推進事業）  

 

文化及び芸術の振興に関する事業（定款第

４条第２号関係） 
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                 ・農業担い手育成事業 

                 ・農業ヘルパー事業 

                 ・地元物産品，農産物のＰＲ等 

 

 

 

                 ・農地利用集積円滑化事業 

                 ・農地中間管理事業 

                 ・農作業受委託事業 

 

 

 

 

                 ・土地貸付事業・駐車場事業 

・土地の管理等 

 

 

 

 

 

 

◆事業実施状況◆ 

 

＜公益目的事業１ 文化推進事業＞ 

 

１ 文化及び芸術の振興に関する事業（第４条第２号関係）  

 

文化及び芸術に触れ，心豊かな市民生活の実現を図るため，年齢階層を考慮しながら

広範なジャンルにわたる芸術性の高い舞台作品を身近な場所で広く市民が鑑賞すること

ができる機会を提供し，地域住民が健康で文化的な交流を深め，文化芸術に対する意識

の高揚を図り，文化の薫り高い活力ある地域社会を形成できるように企画実施した。 

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて事業の中止又は延期

や規模縮小等の感染拡大防止対策を行いながら実施した。 

 

（１） 鑑賞・招聘型事業  

１ 名作映画会 

開催日時 ７月２６日（日）上映時間／１回目１０：００ ２回目１４：００ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 １６７人 

内  容 
令和元年に話題性のあったアニメーション作品「天気の子」を上映した。 

４月１９日の振替上映。 

公益目的事業３  

（地域振興活性化事業） 

農業及び地域産業等の振興に関する事業

（定款第４条第５号関係） 

農地利用集積及び農作業受委託推進に関

する事業（定款第４条第８号関係）  

収益事業１  

（不動産事業）  

まちづくりに必要な用地の取得，造成，管

理，処分及び斡旋並びに建築物の取得，建

設，管理及び処分（定款第４条第７号関係） 

収益事業２ 

（公益目的外貸与事業等） 

その他この法人の目的を達成するために

必要な事業（第４条第９号関係）  
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２ Ｒｉｎ′ライブ２０２０ 光明～未来へ～ 

開催日時 １０月１０日（土） 開演時間／１７：００ １回公演 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ２７１人  

内  容 

平成３１年３月に再結成された和楽器ユニット「Ｒｉｎ′」コンサート

を開催した。出演は吉永真奈(当市出身)，長須与佳、新井智恵。 

６月６日の振替公演。 

３ 宝くじ文化公演 

開催日時 ６月２７日（土） 開演時間／１７：００ １回公演 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 宝くじの社会貢献広報事業として，デーモン閣下＆岡本知高の劇的コン

サート「悪魔の森の音楽会」を開催する予定であったが，コロナ禍により

中止となった。 

龍ケ崎市，一般財団法人自治総合センターとの共催事業。 

４ 島津亜矢コンサートツアー２０２０ 

開催日時 ７月２９日（水） 開演時間／午前の部１１：３０ 午後の部３：３０ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 

コロナ禍により前年度から繰越しとなった事業で，開催の見込みが立た

ず中止となった。 

労音東葛センターとの共催事業。 

５ ベンチャーズ ジャパン・ツアー２０２０ 

開催日時 ９月２７日（日） 開演時間／１５：００ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により，出演者が来日できず中止となった。 

Ｍ＆Ⅰカンパニーとの共催事業。 

６ 山崎まさよしコンサートツアー２０２０ 

開催日時 １１月２１日（土）開演時間／１７：３０ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により前年度から繰越しとなった事業で，６月，１１月と再延

期したが，開催の見込みが立たず中止となった。 

７ サーカスコンサート 

開催期日 １１月２９（日） 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 

ヴォーカルグループ サーカスのコンサートを開催する予定であった

が，コロナ禍により中止となった。 

一般財団法人民主音楽協会との共催事業。 

８ ぬいぐるみミュージカル「オズの魔法使い」 

開催日時 １２月６日（日）開演時間／午前の部１１：００ 午後の部２：００ 
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開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ４９５人  

内  容 劇団銀河鉄道の作品で「オズの魔法使い」のミュージカルを実施し，世

界の童話をお話しと音楽で子どもたちに提供した。 

９ 新春映画会「クレヨンしんちゃん」 

開催日時 
１月１０日（日） 

上映時間／１回目９：３０ ２回目１２：４０ ３回目１５：２０ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ７１７人 

内  容 コロナ禍により中止となった夏休み映画会の代替事業。 

10 お笑い爆笑ライブ２０２１ in 龍ケ崎 

開催日時 ２月２８日（日）開演時間／午前の部１１：００ 午後の部３：００ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ４６２人 

内  容 
お笑い芸人のずん，カミナリ，トンツカタン，四千頭身，パーパー， 

竹内ズを招聘し，爆笑ライブを開催した。 

11 天童よしみコンサート２０２１ 

開催日時 ３月１４日（日）開演時間／昼の部１３：００ 夜の部１７：００ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 コロナ禍により，次年度に繰越しとなった。 

 

 

２ 地域文化活動の育成及び支援に関する事業（第４条第３号関係） 

 

市民や市民団体による地域文化活動のより一層の向上を図るため，各種市民団体と協

働し，文化芸術活動の成果を発表する場所を提供した。また，市民や市民団体の文化芸

術活動の発表会等で容易に使用できるよう支援することで，文化芸術性を高めるととも

に，まちづくりにおける文化の普及啓発に係る場所を提供した。 

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて事業の中止又は延期

や規模縮小等の感染拡大防止対策を行いながら実施した。 

 

（１） 文化団体と共催事業  

１ 令和２年度第１４回龍ケ崎市文化の祭典 

開催期間 ５月１９日（火）～３１日（日） 

開催場所 文化会館 大ホール，小ホール，ロビー 

入場者数 ― 

内  容 

コロナ禍により，三者協議のうえ中止となった。 

主催／龍ケ崎市文化協会，龍ケ崎市音楽協会 

   龍ケ崎市まちづくり・文化財団 

主管／龍ケ崎市文化の祭典運営委員会 

後援／龍ケ崎市・龍ケ崎市教育委員会 
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２ 令和２年度第２９回龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル 

開催期間 １０月２７日（火）～１１月１５日（日） 

開催場所 文化会館 大ホール，小ホール，ロビー，ホワイエ 

入場者数 ３，４７８人 

内  容 

ステージ事業（１事業） 

 ○歌謡舞踊と小曲のつどい 

展示事業（６事業） 

 ○絵画展 ○盆栽展 ○洋らん展 ○書道展 ○俳句・短歌・川柳展 

○篆刻・陶芸・工芸展 

体験事業（すべて中止） 

特別企画事業（すべて中止） 

主催／龍ケ崎市まちづくり・文化財団 

主管／龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル運営委員会 

協力／龍ケ崎市文化協会・龍ケ崎市レクリエーション協会 

   龍ケ崎市音楽協会 

後援／龍ケ崎市・龍ケ崎市教育委員会 

３ 第２１回癒し＆くつろぎ＆ミニコンサート 

開催日時 ７月４日（土） 開演時間／１７：００ 

開催場所 文化会館 小ホール 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により龍ケ崎市音楽協会と協議のうえ，中止となった。 

龍ケ崎市音楽協会との共催事業。 

４ 伝統芸能講習会（盆踊り講習会） 

開催日時 ７月下旬～８月初旬  開催時間／１８：００ 

開催場所 文化会館 小ホール 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により，龍ぼん祭運営委員会と協議のうえ，中止となった。 

龍ぼん祭運営委員会（文化協会等から組織される）との共催事業。 

５ 龍ぼん祭２０２０ 

開催期間 ８月１５日（土） 開会／１８：００  

開催場所 文化会館 駐車場 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により，龍ぼん祭運営委員会と協議のうえ，中止となった。 

龍ぼん祭運営委員会（文化協会等から組織される）との共催事業。 

６ 合唱やろうよ講習会 

開催期間 ８月から２月までの全１２回 

開催場所 文化会館 大ホールほか 

入場者数 ― 

講  師 指導 安達陽一  ピアノ 石井光代 

内  容 
コロナ禍により龍ケ崎市音楽協会と協議のうえ，中止となった。 

龍ケ崎市音楽協会との共催事業。 

７ バンドやろうよ講習会 

開催日時 ８月中５日間 

開催場所 文化会館 小ホール 

入場者数 ― 
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講  師 龍ケ崎市音楽協会加盟団体 

内  容 
コロナ禍により龍ケ崎市音楽協会と協議のうえ，中止となった。 

龍ケ崎市音楽協会との共催事業。 

８ 第２２回癒し＆くつろぎ＆ミニコンサート 

開催日時 ９月２２日（火・祝） 開演時間／１４：００ 

開催場所 文化会館 小ホール 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により龍ケ崎市音楽協会と協議のうえ，中止となった。 

龍ケ崎市音楽協会との共催事業。 

９ お茶会＆お琴演奏会 

開催日時 １０月１１日（日） 開演時間／１３：００  

開催場所 文化会館 中庭 

入場者数 ― 

内  容 

コロナ禍により龍ケ崎市文化協会並びに龍ケ崎市音楽協会と協議のう

え，中止となった。 

龍ケ崎市文化協会，龍ケ崎市音楽協会との共催事業。 

10 ふれ愛広場２０２０ 

開催日時 １０月１８日（日） 上映時間／１２：００ 

開催場所 文化会館 大ホール 

入場者数 ― 

内  容 

コロナ禍により，龍ケ崎市社会福祉協議会が協議のうえ，中止となった。

主催／龍ケ崎市社会福祉協議会 

後援／龍ケ崎市まちづくり・文化財団 

11 第２３回癒し＆くつろぎ＆ミニコンサート 

開催日時 ２月１１日（木・祝） 開演時間／１４：００ 

開催場所 文化会館 小ホール 

入場者数 ― 

内  容 
コロナ禍により龍ケ崎市音楽協会と協議のうえ，中止となった。 

龍ケ崎市音楽協会との共催事業。 

12 高齢者いきいき健康マージャン交流大会 

開催期間 ３月１３日（土） 開会／１０：２０ 

開催場所 文化会館小ホール 

入場者数 ― 

内  容 

コロナ禍により３者協議のうえ，中止となった。 

主催／茨城県，茨城県社会福祉協議会，龍ケ崎市まちづくり・文化財団 

主管／日本健康麻将協会茨城県南支部（NPO 法人あすなろ福祉市民の会） 

後援／龍ケ崎市社会福祉協議会 

13 創造展 

開催日時 １月２０日（水）～２４日（日）（ワークショップ２４日開催） 

開催場所 文化会館 小ホール，ロビー 

入場者数 ― 

講  師 花あとりえシェリー主宰 片岡貴子 

内  容 コロナ禍により，次年度に繰越しとなった。 
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14 ワークショップ はじめての盆栽と山野草 

開催日時 ３月２７日（土） 

開催場所 文化会館 大ホール，小ホール 

入場者数 ― 

講  師 龍ケ崎市文化協会盆栽部 

内  容 
コロナ禍により龍ケ崎市文化協会盆栽部と協議のうえ，中止となった。 

龍ケ崎市文化協会との共催事業。 

 

（２） 地域文化活動の支援  

１ 美術館見学会 

開催期日 ３月５日（金） 

場  所 茨城県陶芸美術館 

参加者数 ２１人 

内  容 

市民の美術に関する興味を高める機会を提供する目的として実施した。 

茨城県陶芸美術館で開催中の「人間国宝 松井康成と原清展」を見学した。 

アンケートでは参加者から９０％以上の満足度を得られた。 

２ 文化団体育成事業 

内  容 

文化活動団体の育成・支援事業として，団体が活動する場所を容易に使

用出来るよう，次の２事業の施設使用の優先貸出しを行なったが，コロナ

禍により各団体が施設使用を取下げた。 

 ①団体名 龍ケ崎市文化協会（盆栽部） 

   会 場 文化会館小ホール 

 開催日 ６月５日（金）～７日（日） 

   目 的 春季盆栽展 

 ②団体名 龍ケ崎市文化協会（竜ヶ崎子どもミュージカル） 

   会 場 文化会館大ホールほか 

 開催日 ６月１４日（日） 

   目 的 竜ヶ崎子どもミュージカル公演 

３ 貸し館業務 

内  容 

市民，学校及び官公庁が大・小ホールを使用するにあたっての支援 

令和２年度実績  

 ○ 市民による文化活動，音楽発表会等   １８件 

 ○ 学校関係の文化行事等         ４６件 

 ○ 官公庁関係の行事等          ５６件 

 

 

 

３ 公共施設等を活用したまちづくりの推進に関する事業（第４条第６号関係） 

 

文化会館の管理運営は，「地域社会の芸術文化の向上を図ること」を目的とするため，

不特定多数の利用者の利便性の向上，まちづくりにおける芸術文化の振興，文化の普及啓

発に努めた。 

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて施設の休館又は利用制

限等の対策を行った。 
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１ 龍ケ崎市文化会館 

実 績 大ホール 

〔利用時間〕７６３時間（１，２９３時間） 

〔入場人員〕１１，１４９人（４１，１３５人） 

小ホール 

〔利用時間〕１，０７８時間（２，３８０時間） 

〔入場人員〕７，４６０人（２５，７３３人） 

小会議室 

〔利用時間〕７９４時間（２，０２５時間） 

〔入場人員〕１，２３７人 （３，７９９人） 

和  室 

〔利用時間〕１，１０４時間（３，１９２時間） 

〔入場人員〕４３５人 （２，６０６人） 

リハーサル室 

〔利用時間〕１３時間（９８７時間） 

〔入場人員〕０人 （８５２人） 

全施設合計 

〔利用時間〕３，７５２時間（９，８７７時間） 

〔入場人員〕２０，２８１人（７４，１２５人） 

使用料収入 

 ３，８００，９６０円（６，６２１，８１１円） 

※（ ）は前年度実績 

※４／４～５，４／１１～６／８，１／１９～２／７は，新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため，臨時休館 

 

 

 

＜公益目的事業２ 地域交流活性化事業＞ 

 

１ 地域交流及びコミュニティの活性化に関する事業（第４条第４号関係）  

 

地域の自然や文化，人々との交流を楽しむ余暇活動（グリーン・ツーリズム）の場の提

供及びレクリエーション事業等を通して，教養及び文化の向上並びに地域住民の交流を図

ることで地域の活性化に寄与した。  

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて事業の中止又は規模縮

小等の対策を行いながら実施した。 

 

（１） 体験教室 

１ 手打ち蕎麦教室  

開 催 日  ― 

開催場所 総合交流ターミナル 調理室・加工室  

参加鉢数 ― 

講  師 ― 

内  容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

２ 大根抜き体験教室  

開 催 日 １１月１日（日）  

開催場所 農業公園豊作村  
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参加者数 １０８人  

内  容 収穫の楽しさ・喜びを通して，農業に興味をもっていただいた。  

３ カブト虫・クワガタ捕り体験教室  

開 催 日 ８月１日（土）  

開催場所 農業公園豊作村内の林地 

参加者数 ２５組（６８人）  

内  容 カブト虫捕りを体験してもらい，地域の自然に触れていただいた。  

４ 家庭菜園講座 

開 催 日 ①７月…新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止  

②３月２１日（日）…荒天のため中止  

開催場所 ①総合交流ターミナル会議室 ②レンタルファーム  

参加者数 ― 

講  師 ― 

内  容 ― 

５ 季節の寄せ植え教室 

開 催 日 １０月２７日（火）①午前②午後 １２月８日（火）③午前④午後  

開催場所 湯ったり館 玄関前 

参加者数 ①１５名 ②９名 ③１４名 ④１５名 計５３名 

講  師 財団職員  

内  容 財団で生産した季節の花苗を使用し ,オリジナルの寄せ植え作品をつく

る楽しみと ,参加者が同じ目的を共有し,交流を楽しむ機会を提供した。 

６ 押し花教室 

開 催 日 ― 

開催場所 ― 

参加者数 ― 

講  師 ― 

内  容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

７ 折り紙教室 

開 催 日 ― 

開催場所 ― 

参加者数 ― 

講  師 ― 

内  容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

８ 手芸教室 

開 催 日 ― 

開催場所 ― 

参加者数 ― 

講  師 ― 

内  容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

 

（２） 地域交流事業  

１ 秋の収穫祭 

開 催 日 １０月２５日（日）  

開催場所 農業公園豊作村  

来 園 者 ― 

内  容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  



 12 

 

２ たつのこマルシェ  

開 催 日 毎月第２土曜日 ※８月除く 

開催場所 さんさん館子育て支援センター前  

来 場 者 延べ８００人  

内  容 

 

 

 

 

 

龍ケ崎産の農産物や物産品のＰＲと販売を通し，地域の産業振興を支

援し地産地消の推進及び生産者と消費者をつなぐ交流の場の提供を行っ

た。 

＜開催＞  

○７月１１日（土） ○１１月１４日（土） ○１２月１２日（土） 

＜中止＞  

○４～６月…新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 ○９月…

荒天のため中止 ○１０月…台風のため中止 ○１～２月…新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため中止 ○３月…荒天のため中止  

３ 豊作村杯グラウンド・ゴルフ大会  

開 催 日 ３月 

開催場所 豊作村農業ゾーンふれあい広場  

参加者数 ― 名 

内  容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

４ 湯ったり館囲碁・将棋  

開 催 日 ― 

開催場所 ― 

参加者数 ― 

内   容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

５ 湯ったり館ＣＵＰ少年少女サッカー大会（小学生対象）を通した交流事業  

開 催 日 ― 

開催場所 ― 

参加チーム数 ― 

内   容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  

６ 日帰り湯ったり館「湯ったり館へいこう！！」  

開 催 日 ①7 月１４日（火）  ②７月３１日（金） ③９月２５日（金）  

④１０月１３日（火） ⑤１０月３０日（金）⑥１１月１０日（火） 

⑦１１月２７日（金） ⑧１２月８日（火） ⑨１２月２５日（金） 

⑩３月２６日（金）  

参加者数 ①９名 ②１０名 ③６名 ④４名 ⑤８名 ⑥４名 ⑦９名 ⑧５名 

⑨７名 ⑩１２名  

合計７４名  

内  容 

 

毎月，龍ケ崎市駅を発着地として，市民等を対象に当館送迎車を活用

した当該事業を実施することにより，サービスの向上及び施設利用促進

並びに，参加者同士の交流を深める機会を提供した。  

７ ミニ写真展「あの日の龍ケ崎。」  

開 催 日 通年 

開催場所 湯ったり館 大広間前 

内   容 郷土･龍ケ崎市を写真で振り返り，郷土に対する愛着を深める目的と市

民同士の交流の活発化を図るため実施した。  
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８ 落花生収穫体験教室 

開 催 日 １０月４日（日）  

開催場所 泉町の畑  

参加者数 １５組（３２人）  

講  師 落花生生産農家  

内  容 収穫の楽しさ・喜びを通して，農業に興味をもっていただいた。  

９ レンコン掘り体験教室 

開 催 日 １０月１７日（土）  

開催場所 大徳町の蓮田  

参加者数 ― 

講  師 ― 

内  容 雨天後のほ場悪条件により中止した。  

10 長ネギ収穫体験教室 

開 催 日 １１月２９日（日）  

開催場所 川原代町の畑  

参加者数 １３組（３２人）  

講  師 長ネギ生産農家  

内  容 収穫の楽しさ・喜びを通して，農業に興味をもっていただいた。  

11 稲ワラ拾い体験 

開 催 日 １１月１日（日）  

開催場所 塗戸町の田  

参加者数 ①農業公園豊作村レンタルファーム ２２人 

②龍ケ岡市民農園レンタルファーム １８人 

協    力 水稲生産農家  

内    容 畑の乾燥防止・防草対策として利用していただき，昔ながらの農法に

興味を持っていただいた。  

 

 

 

２ 公共施設等を活用したまちづくりの推進に関する事業（第４条第６号関係） 

 

農業公園豊作村及び龍ケ岡市民農園の管理運営は，「市民間の交流を深め地域において

自然，文化，人々との交流を図ること」を目的とするため，各種体験教室，イベント等を

通して余暇活動を促進し，都市と農村の交流及び新旧住民の交流等を推進した。 

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて施設の休館，使用制限

又は営業時間の短縮等の対策を行った。 

 

１ 龍ケ崎市農業公園豊作村 (総合交流ターミナル及びレンタルファーム) 

実 績 総合交流ターミナル 

〔会 議 室〕  ２時間（ ２５時間） 

〔調 理 室〕  －時間（ ３８時間） 

レンタルファーム 

〔貸出区画〕 １１８／１２３区画（１０５／１３４区画） 

野菜・花苗生産，販売等 

〔販売金額〕 ６，１２７千円（６，５１８千円） 

※（ ）は前年度実績 

※会議室・調理室：４／１～６／７は，新型コロナウイルス感染症拡大
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防止のため，利用不可 

※野菜・花苗販売：４／１０～５／６，５／８～５／３１は，新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため，短縮営業及び臨時休業 

２ 龍ケ崎市農業公園豊作村 (湯ったり館及び運動広場) 

実 績 日帰り入浴 

〔入 館 者〕８５，５２５人（１４２，０２５人） 

宿  泊 

〔一  般〕２７０人（１，１０７人） 

〔合  宿〕２２４人（１，５２７人） 

運動広場 

〔貸  出〕２４４時間（３８２時間） 

館内運営 

〔飲食部門〕９，４１２千円（２７，５５８千円） 

〔ボディケア〕 ４，２６２千円（６，６４６千円） 

※（ ）は前年度実績 

※ ４／１～６／７は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，臨時

休館，その後，短縮営業 

３ 龍ケ崎市龍ケ岡市民農園 

実 績 レンタルファーム 

〔貸出区画〕 １０８／１０８区画（１０５／１０８区画） 

※（ ）は前年度実績 

 

 

 

 

＜公益目的事業３ 地域振興活性化事業＞ 

 

１ 農業及び地域産業の振興に関する事業（第４条第５号関係） 

 

 当市の農業は高齢化・兼業化が進み担い手不足が深刻な問題となっており，担い手農家

が安定的に農業経営を行えるよう各種講習会の開催，補助事業の窓口業務を行うことで農

業行政の基幹となる担い手農家の育成・支援を図った。  

また，地元物産品・農産物ＰＲのアンテナショップとして湯ったり館，龍ケ崎市観光物

産センター及び文化会館駐車場に開設された龍ケ崎市農産物等直売所「たつのこ産直市場」

を活用し地域産業等の振興に寄与した。  

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて事業の中止又は施設の

休館等の対策を行った。 

 

１ 担い手農家の育成 

内  容 農地の流動化により規模拡大を進める担い手農家を育成・支援するた

めの関係機関との協調体制による研修会については，新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止した。 

２ 農業ヘルパー制度  

内  容 龍ケ崎市における農業者の労働力不足を補うとともに，市民に雇用機

会や農業に触れる機会を提供し，農業者の経営改善と農業振興を図った。 

 農業者 ４件  利用者 ４件 
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３ 地元物産品・農産物のＰＲ  

内  容 湯ったり館において，地元物産品（龍ケ崎市観光物産協会）及び地元

農産物を販売することにより，地産地消の促進並びに地元物産品ＰＲの

アンテナショップとして，地域産業等の振興を図った。  

〔地元物産品〕１，１２１千円（ ２，１１８千円） 

〔地元農産物〕７３７千円（ １，４９２千円） 

※（ ）は前年度実績  

４ 龍ケ崎市観光物産センター（関鉄佐貫ビルⅡ1 階）の管理運営  

 内  容 龍ケ崎市と連携し地域産業の振興等を支援するため，龍ケ崎市観光物

産センターの管理運営業務を受託し，市の施設，観光案内をはじめ，物

産品等の販売を行い，地域振興の活性化を図った。 

〔来館者〕 ３，７８６人 （４，９６６人 ） 

〔販売額〕 １，８５３千円（２，７１８千円）  

※（ ）は前年度実績 

※４／１０～６／７は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，臨

時休館 

５ 龍ケ崎市農産物等直売所「たつのこ産直市場」の管理運営 

 内  容 龍ケ崎市と連携し地域産業の振興等を支援するため，龍ケ崎市農産物

等直売所「たつのこ産直市場」の管理運営業務を受託し，地元農産物等

の販売を行い，地域の振興と活性化を図った。 

〔来館者〕 ５１，４３３人 （４１，１２８人） 

〔販売額〕 ６３，１５４千円（４４，８６８千円） 

※（ ）は前年度実績  

 

 

２ 農地利用集積及び農作業受委託推進に関する事業（第４条第８号関係）  

 

農業経営基盤強化促進法第６条第１項の規定に基づき龍ケ崎市が作成した農業経営基

盤の強化の促進に関する基本的な構想（基本構想）に則し，効率的かつ安定的に農業を営

む者に対して農用地利用の集積・集約化を図った。 

また，当財団主導の下，受託組織を整備し農作業の受委託斡旋を促進することで中核農

家の育成を図った。 

 

（１）農地利用集積円滑化事業  

内  容 農地利用集積円滑化団体（当財団）が，農地を借受けて（中間保有），貸

付けを行った。 

既存貸借 [件数] ２１件  [面積] ６．４ｈa 

※農業経営基盤強化促進法改正により，農地利用集積円滑化事業は，令和２年４月１日

以降は新規の農地の借受け・貸付けの更新ができなくなったことから，当該事業は，既

存の貸付けている農地の期間満了までとなり，期間満了したものから随時農地中間管理

事業に移行した。 

 

（２）農地中間管理事業 

内  容 農地中間管理機構（公益社団法人茨城県農林振興公社）が実施している農

地中間管理事業の相談窓口などの業務委託を受け，農地利用の集積・集約化

を行い，農地の有効利用や農業経営の効率化を図った。 

[件数] １３７件  [面積] ８６．５ｈａ 
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（３）農作業受委託事業 

内  容 農作業受託希望者を当財団に登録のうえ受託組織（龍ケ崎市農作業受託組

合）として設立し，当財団が農作業受委託斡旋の窓口業務を行い農作業の受

委託を集約し，農作業を受託組織に再委託することで耕作放棄地の発生防止

や農業機械の利用効率化，中核農家の育成を図った。 

○農作業受委託実績 

①畦塗り：１件 ６１６ｍ ②育苗：１件 １５０箱 

③代かき：１件 ３２ａ ④田植え+側条施肥：１件 ３２ａ 

⑤耕起～刈取・調整：１件 １５ａ 

○龍ケ崎市農作業受託組合 

理事会の開催：３月１９日（金） 

定例総会（書面議決）：３月３１日（水） 

○先進地事例研修会…新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止  

 

 

 

＜収益事業１ 不動産事業＞ 

 

１ まちづくりに必要な用地の取得，造成，管理，処分及び斡旋並びに建築物の取得，建

設，管理及び処分（第４条第７号関係） 

 

 まちづくりに必要な用地の取得及び管理等を行うことにより，市内の土地資源等の総合

開発利用を促進し，利活用できる所有地の資産運用を図った。また，龍ケ崎市及び流通経

済大学へ引き続き貸付けを行った。 

 

（１）土地貸付事業  

 所在地及び区分種別  面積㎡ 期間満了 

１ 
龍ケ崎市上町 4110 外 7 筆 

市商工観光課（市街地活力施設，都市公園） 
2,901 単年度 

２ 
龍ケ崎市馴馬町字牛北毛 3222 外 14 筆 

市道路整備課（資材置場） 
5,809 単年度 

３ 
龍ケ崎市高須町堤外 4025-1 

市社会福祉課（ディスクゴルフ場） 
3,615 単年度 

４ 
龍ケ崎市羽原町央台 1123-6 外 2 筆 

流通経済大学（運動場） 
7,304 令和 5 年度 

合  計 19,629  

 

（２）駐車場事業 

区分（種別）  所 在 地 面積(㎡) 
利用実績 

台数(台) 

売上実績 

金額(円) 

佐貫西駐車場  龍ケ崎市佐貫町 482-6 外 137 36 180,000 

佐貫東駐車場  龍ケ崎市佐貫 2-13-9 620 345 1,816,620 

佐貫南駐車場（月極） 龍ケ崎市佐貫町 715-16 外 
1,826 

544 4,038,940 

佐貫南駐車場（時間） 龍ケ崎市佐貫町 715-16 外 2,511 1,382,150 

佐貫駐車場 龍ケ崎市佐貫 3-19-7 外 2,441 600 2,295,782 
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佐貫北第１駐車場  龍ケ崎市佐貫 4-17-1 470 156 471,000 

佐貫北第２駐車場  龍ケ崎市佐貫 4-17-15 外 278 96 285,000 

合 計 5,772 4,288 10,469,492 

 

（３）財団所有土地一覧 

      所    在    地 地  目 面積㎡ 取得年月 備        考 

 １ 佐貫2丁目13-9 宅  地    620 Ｓ45．4 佐貫東駐車場 

 ２ 佐貫3丁目19-7 宅  地    641 Ｓ45．4 佐貫駐車場 

 ３ 佐貫3丁目19-8  宅  地  1,800 Ｓ45．4 佐貫駐車場 

 ４ 佐貫4丁目17-1 宅  地    470 Ｓ45. 4 佐貫北第１駐車場 

 ５ 佐貫4丁目17-14 外1筆 宅  地    278 Ｓ45. 4 佐貫北第２駐車場 

６ 馴馬町牛北毛3221外14筆 雑種地  5,809 Ｈ元.12 市道路整備課資材置場 

７ 高須町堤外4025-1  公 園  3,615 Ｈ 9. 5 市社会福祉課(ディスクゴルフ場用地) 

８ 上町4110 外4筆 宅  地  1,894 Ｈ11. 6 市商工観光課(都市公園用地) 

９ 上町4264-1 外2筆 宅  地  1,007 Ｈ11. 5 市商工観光課(市街地活力施設) 

10 立野5056-3 外2筆 宅  地    463 Ｈ 3. 6 県道姫宮川余郷線代替用地 

11 大徳町上大徳159-4    畑  1,663 Ｈ 3. 7 市道路整備課短期資材置場 

12 野原1109 外2筆 雑種地  1,981 Ｈ 4. 9 市道路整備課短期資材置場 

13 羽原町央台1123-6 外2筆 山  林  7,304 Ｓ61. 7 流通経済大学貸付用地 

14 佐貫町大宿沼715-16 雑種地    960 Ｈ14. 5 佐貫南駐車場 

15 佐貫町大宿沼717-5外2筆 宅 地    866 Ｈ16. 3 佐貫南駐車場 

 16 米町4020-1 外4筆 宅 地 888 Ｈ31. 3 公共用地先行取得 

17 米町4020-7 外2筆 宅 地 290 Ｒ元. 9 公共用地先行取得 

        合   計  30,549   

 

 

 

＜収益事業２ 公益目的外貸与事業等＞ 

 

１ その他この法人の目的を達成するために必要な事業（第４条第９号関係）  

  

 龍ケ崎市の指定管理者として龍ケ崎市文化会館，龍ケ崎市農業公園豊作村（総合交流タ

ーミナル及びレンタルファーム，湯ったり館及び運動広場），龍ケ崎市龍ケ岡市民農園を管

理運営しているが，不特定多数の者が広く様々な情報を得て公益目的事業が推進されるよ

う，企業や営利団体等へも施設を貸与した。また，利用者の利便性を考慮し，清涼飲料水

等の自動販売機を設置した。  

なお，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，状況に応じて施設の休館，使用制限

又は営業時間の短縮等の対策を行った。 
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◆法人管理状況の内容◆ 

 

（１）理事会 

回 数 開催日及び場所 審 議 内 容 等 結果 

第１回 令和 2 年 6 月 2 日 ・決議の省略 

【決議事項】  

1.令和元年度事業報告及び決算の承認の件 

2.定時評議員会の開催の件  

【報告事項】  

 1.専決処分の報告の件  

 

 

同意  

同意  

 

報告  

第 2 回 【開催年月日】 

令和 3 年 3 月 24 日 

【場所】 

豊作村総合交流ター

ミナル 

【決議事項】  

1.公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化

財団就業規程の一部を改正する規程につ

いて 

2. 公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化

財団嘱託員の雇用に関する要綱の一部を

改正する要綱について 

3.令和3年度公益財団法人龍ケ崎市まちづ

くり・文化財団事業計画について 

4.令和 3年度公益財団法人龍ケ崎市まちづ

くり・文化財団収支予算について 

【報告事項】  

1.職務執行状況の報告について  

2.専決処分の報告について  

3.経営戦略プランの進捗状況の報告に

ついて  

【出席等】  

 決議に必要な出席理事の数  ５名  

 出席者  ８名，欠席者  ０名  

 監事出席者  １名，欠席者１名  

 

可決 

 

 

可決 

 

 

可決 

 

可決 

 

 

報告 

報告 

報告 

 

（２）評議員会 

回数 開催日及び場所 審 議 内 容 結果 

第１回 令和 2 年 6 月 24 日 ・決議の省略 

【決議事項】  

1.令和元年度事業報告及び決算の承認に

ついて 

【報告事項】 

 1.令和 2 年度事業計画及び予算について 

 

 

可決 

 

 

報告 

 

（３）決算監査 

開催日及び場所 監 査 内 容 

【開催年月日】 

令和 2 年 5 月 13 日 

【場所】 

豊作村総合交流タ

ーミナル 

令和元年度公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団の財務諸

表及業務執行状況，関係帳簿及び証書類の監査 
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（４）行政庁（茨城県）への届出 

届出年月日 届 出 内 容 

令和 2 年 6 月 28 日 事業報告等の提出（定期提出書類） 

令和 3 年 3 月 30 日 事業計画書等の提出（定期提出書類） 

 

（５）行政庁（茨城県）の立入検査 

検査日及び場所 検 査 内 容 

【検査年月日】 

令和 2 年 8 月 20 日 

【場所】 

豊作村総合交流ター

ミナル 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 59 条第 2

項において読み替えて準用する同法第 7 条第 1 項の規定に基づく

立入検査が行われた。 

【検査内容】 

（１）事業の実施状況，（２）役員の選任状況， 

（３）評議員会及び理事会の運営状況，（４）資産の管理状況， 

（５）会計経理の状況，（６）備置書類及び帳簿の状況等 

上記の内容について，行政庁検査官２名の聞取りによる調査が実

施された。 

【検査結果】 

検査の結果，特段の問題は認められなかった。 

 

◆事業報告の附属明細書◆ 

  令和２年度事業報告には，「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在し

ないので作成しない。 


